




例 言

1． 本害は、大阪府和泉市池上町、泉大津市曽根町所在池上遺跡、堺市浜寺船尾町所在四ツ池

遺跡の発掘調査報告害である。

2. 発掘調査は、第 2阪和国道内遺跡調査会が1969~1971年に実施し、出土遣物整理は、財団

法人大阪文化財センター池上事業所遺物整理室が1973~1978年の計画で実施中である。

3. 発掘調査費・遺物整浬費については、建設省近畿地方建設局が全額負担し、建設省近畿地

方建設局浪速国遥工事事務所が担当された。

4. これらの成果を纏めるにあたって、次の分冊形式で出版する計画を立てている。

第 1分冊 池上遺跡 遺構綱

第2分冊 II 土器編

第 3分冊の 1 ” 石器編

” の2 ” ” 
第4分冊の 1 ” 木器編

” の2 ” ” 
第5分冊 四ツ池遺跡

第 6分冊 自然遺物・総括編

第7分冊 研究網

本書はこれらのうち、第 4分冊の 1にあたるものである。

5. 本書の作成にあたっては、元第 2阪和国道内遺跡調査会調査委員長代行坪井清足氏ほか調

査委員の方々に全体的な指導を得た。本書に関しては、特に、金関 恕氏（天理大学文学部

教授）の指導を受けた。

6. 本書は、小野久隆、奥野都が担当した。

7. 遠物写真撮影は、写真資料室が担当し、中西和子、平井貞子、片山彰ーが撮影にあたっ

たo 一部遺物については、第 2阪和国道内遺跡調査会の撮影されたものを利用した。当時の

撮影は、金関 恕、大塚節子の両氏が担当した。

8. 本書の作成にあっては、上記の担当者のほかに次の各氏の協力を得た。

大槻陽子、岸本宏子、曽我恭子、田代育代、山尾真由美、井藤暁子、坂本民世、藤沢朝子、

藤田一恵

9. 木質鑑定は、財団法人元興寺仏教民俗資料研究所に委託した。

10. 遺物の登録は、木器としてWの記号を与え、 W01-W40の種類別番号を与えた。個々の遺

物の番号は、登録順である。なお当初の分類基準を変更した部分があるので、種類別番号と

分類とが一致しないものもある。

11. 一窟表の記述については、完成品、残存状況の良好なもの1順におこなった。しかし、タイ

プ分類したものは、そのタイプ別とした。なお（ ）内の数値は、復元推定値である。

12. 写真図版は、完成品、残存状況の良好なものから各タイプの代表的なものを掲載した。



13. 各種木器の点数は、 1977年3月現在のものである。

14. 序分・例言については、第 1分冊に一括掲載予定のため、本害の例言は折込みとする。


















































































